
 

 

「県営風力発電事業（仮称）」及び「酒田市十里塚風力発電事業（仮称）」の概要 

     

１ 県営風力発電事業（仮称） 

（１）事 業 者：山形県（企業局） 

（２）発電規模：６,９００kW（２,３００kW×３基） 風車の高さ 約１２０ｍ 

（３）設置箇所：酒田市浜中地内 

（４）方法書手続きの経過等  

○方法書の縦覧期間      ：平成 25 年６月 28 日から７月 27 日まで 

○縦覧に伴う意見の受付期間  ：平成 25 年６月 28 日から８月 12 日まで 

○事業者からの県意見の要請  ：平成 25 年８月 19 日 

○環境審議会自然環境部会の開催：平成 25 年９月 20 日 

○環境影響評価審査会の開催  ：平成 25 年９月 27 日 

 

２  酒田市十里塚風力発電事業(仮称） 

（１）事 業 者：酒田市 

（２）発電規模：６,９００kW（２,３００kW×３基） 風車の高さ 約１２０ｍ 

（３）設置箇所：酒田市十里塚地内 

（４）方法書手続きの経過等  

○方法書の縦覧期間      ：平成 25 年６月 27 日から７月 26 日まで 

○縦覧に伴う意見の受付期間  ：平成 25 年６月 27 日から８月 12 日まで 

○事業者からの県意見の要請  ：平成 25 年８月 19 日 

○環境審議会自然環境部会の開催：平成 25 年９月 20 日 

○環境影響評価審査会の開催  ：平成 25 年９月 27 日 
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